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  「くらしき水道ビジョン －2019－」の策定にあたって 第1章

 策定趣旨 1-1

倉敷市では、本市水道事業の目指すべき姿を「常に高品質で十分な量の水を、低廉

な価格で供給する水道事業」として、その実現に向けた 10 年間の取組を示した「倉

敷市水道ビジョン」を 2008年度（平成 20年度）に策定し、3年ごとに進捗状況を

踏まえた見直しを行いつつ、さまざまな事業を実施してきました。 

この間、我が国は本格的な人口減少社会を迎え、本市でも 2017年度（平成 29年

度）には給水人口が初めて前年度より減少しました。また、高度経済成長期に整備し

た施設は更新時期を迎え、老朽化が進みつつあります。自然災害に目を向けると、東

日本大震災、熊本地震等の大地震や豪雨による水道施設の被害が全国各地で発生し、

本市では平成 30年 7月豪雨により、真備地区を中心として大きな被害を受けました。

近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震が、本市に大きな影響を及ぼす

ことも懸念されています。 

このように、全国の水道事業者と同様、本市においても、水需要の増大を背景とす

る拡張を前提とした施策を展開する時代は終焉し、今後は、水需要が減少し給水収益

の確保が難しくなることが見込まれ、加えて、過去に整備した施設の維持管理や更新

に加えて災害対策の強化にも取り組むことが求められており、水道事業を取り巻く環

境は大きく変化しています。 

こうした中、厚生労働省は 2013年（平成 25年）3月に「新水道ビジョン」を策

定し、50年後、100年後の将来を見据えた水道の理想像を明示するとともに、その

理想像の具体化のために、今後、水道事業者が目指すべき方向性や実現方策などを示

しました。そして、全国の水道事業者が策定する「水道事業ビジョン」では、「新水道

ビジョン」の考え方を反映するよう求めました。また、総務省は 2014年（平成 26

年）8 月に「公営企業の経営に当たっての留意事項」を通知し、水道事業を含むすべ

ての地方公営企業に対して、将来にわたり安定的に事業を継続していくために、中長

期の経営の基本計画である「経営戦略」を策定することを求めました。 

「倉敷市水道ビジョン」の計画期間は 2018年度（平成 30年度）で終了しますが、

今後も、経営環境の変化に的確に対応し、計画的に水道事業の経営に取り組んでいく

必要があります。そこで、「倉敷市水道ビジョン」の方向性は継承しつつも、厚生労働

省の「新水道ビジョン」や総務省が求める「経営戦略」も踏まえて、本市が目指す将

来像とその実現のための取組姿勢を見直したうえで、今後 10 年間の具体的施策と目

標を示すものとして、新たに「くらしき水道ビジョン －2019－」を策定することと

しました。 
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 位置付け 1-2

「くらしき水道ビジョン －2019－」は、本市の最上位計画である「倉敷市総合計

画」の分野別計画にあたり、厚生労働省の「新水道ビジョン」を踏まえた、本市水道

事業における最上位の計画となります。また、総務省が策定を求めている「経営戦略」

の内容も包含する計画としました。 

 

 

 計画期間 1-3

「くらしき水道ビジョン －2019－」は、50年後の本市水道事業を見据えて、当

面取り組むべき施策を示すこととし、計画期間は 10年間（2019～2028年度）と

しました。 

 

 「くらしき水道ビジョン －2019－」の構成 1-4

 将来像と取組姿勢（第 2章） 

第 4章で整理した課題を踏まえて設定した本市水道事業が目指す将来像と、そ

の実現のための取組姿勢を示しています。 

 将来像を実現するための施策と具体的取組（第 3章） 

今後 10年間の施策と、各施策における具体的取組と目標を示しています。 

 施策決定にあたっての背景（現状分析・将来予想）（第 4章） 

前ビジョン（倉敷市水道ビジョン）の達成状況等に基づく現状分析と予想され

る将来の事業環境を示すとともに、そこから導き出される問題点等を整理してい

ます。 

 投資・財政計画（第 5章） 

事業経営の基本計画として、第 3章で掲げた施策を推進するための収支計画を

示しています。 

 フォローアップ（第 6章） 

施策を着実に推進するための管理手法を示しています。 

《厚生労働省》

新水道ビジョン

《総務省》

公営企業の経営に

当たっての留意事項

倉敷市総合計画

倉敷市国土強靭化地域計画

倉敷みらい創生人口ビジョン

くらしき水道ビジョン

－2019－

《国》

水道事業、地方公営企業の方向性

《倉敷市》

上位計画、まちづくりの方向性
《倉敷市水道事業》

アクションプラン

各種事業計画
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 事業の概要 1-5

(1) 沿革 

現在の市域で、最初に水道水の供給を開始したのは、1916年（大正 5年）の玉島

町（当時）でした。それ以降、各市町村で水道事業が創設され、人口の増加や産業の

発展に伴い拡張や統合を繰り返し、2012年（平成 24年）に現在の倉敷市水道事業

となり、2016年（平成 28年）に 100周年を迎えました。 

 

 

 

(2) 給水区域と水道施設 

市域全域を給水区域とし、主に浄水場ごとに区分している、片島系・福井系・上成

系・備南系・県南系・真備系の 6つの給水区があります。 

浄水場は、自己水源によるものが 4 か所（総施設能力：110,190m3/日）と水道

用水供給事業者の浄水場が 3か所（倉敷市受水分としての総施設能力：144,340m3/

日）あります。 

安定給水に欠かせない配水池・高架水槽は大小合わせて 9２か所あり、高所に給水

するために必要な加圧ポンプ設備は 66か所あります。 

配水管などの管路延長は、JR の倉敷～東京間の約 2 往復に相当する約 3,265km

もあります。市域の発展に合わせて管路を整備してきており、古いものでは 1950年

代や 60年代に布設した管路もあります。 

以上のように数多くの施設がありますが、こ

れらを資産としてみた場合、資産額の約 9割を

管路が占めています。 

 

 

旧 真備

昭和39年 供給開始

旧 倉敷市

水道事業

昭和45年 統合

倉敷

水道事業

真備

水道事業

平成17年
市町村合併に伴う改称

平成17年
市町村合併に伴う改称

倉敷市

水道事業

平成24年 統合

旧 玉島

大正5年 供給開始

旧 児島

昭和8年 供給開始

旧 倉敷

大正12年 供給開始

旧 水島・連島

昭和28年 供給開始

旧 福田

昭和28年 供給開始

2017年度（平成29年度）現在

管路

1,776億円，89%

機械・電気設備

95億円，5%
構造物（管路以外）

127億円，6%
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給 水 区 域 図 
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(3) 給水人口と給水量 

2017 年度（平成 29 年度）末現在の給水人口は 482,420 人で、99.9％の普及

率となっています。また、年間給水量は約 6,100万m3で、その約 35％を自己水源

で賄っています。 

これまで給水人口は緩やかに増え続けてきましたが、2016 年度（平成 28 年度）

から 2017年度（平成 29年度）にかけて、初めて減少に転じました。 

なお、過去 10 年間で給水人口は微増であったものの、料金算定の基になる有収水

量は約 7%も減少しており、人口の増加が水需要の増加に結びついていません。この

原因としては、節水型機器の普及や節水意識の浸透のほか、一部の大口使用者の水道

離れ（水道水から地下水や工業用水への水源変更）が考えられます。 

水需要の減少程度は地区によって異なり、最も水需要の多い倉敷地区では過去 10

年間の減少が 2%程度であるものの、次いで水需要の多い水島地区や児島地区では約

15％も減少しました。 

 

 

 

 

44万

45万

46万

47万

48万

49万

5,500万

6,000万

6,500万

7,000万

7,500万

8,000万

1987

(S62)
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(H4)
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(H9)

2002

(H14)
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(H19)
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(H24)

2017

(H29)

給
水
人
口
（
人
）

年
間
給
水
量
（

㎥

）

年度

給水人口 年間給水量

H6の

大渇水

■ 1期使用水量が0～40㎥のお客さまによる有収水量

■ 1期使用水量が41～100㎥のお客さまによる有収水量

■ 1期使用水量が101～1,000㎥のお客さまによる有収水量

■ 1期使用水量が1,000㎥超のお客さまによる有収水量
2割増

1割減

2割減

2割減

0万

5万

10万

15万

2007年度

(H19)

2017年度

(H29)

一
日
平
均
有
収
水
量
（
㎥

/
日
）

注）2004年度（平成 16年度）以前は、旧真備町を含む値です。 
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(4) 経営状況 

地方公営企業法が適用される水道事業では、すべての必要経費は事業運営によって

得られる収入で賄う独立採算が原則となっています。本市においても、設備投資や施

設の維持管理の経費に加えて借入金の元利償還金についても、お客さまからいただく

水道料金や加入金で賄っています。 

水道事業会計では、予算・決算は収益的収支と資本的収支の 2つに区分されます。 

収益的収支は、水道水を製造して給水するといった当年度の経営活動に伴う費用と

収益を整理するもので、本市では、現在のところ黒字経営を維持しています。 

資本的収支は、水道施設の整備・改良といった長期的な事業活動に伴う支出と収入

を整理するものです。資本的収支には不足が生じていますが、この不足に対しては損

益勘定留保資金（減価償却費相当額等）や収益的収支で得られた利益の積立を充当し

ています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※収益的収支の金額は税抜き表示                           2017年度（平成 29年度）実績 

 

0万

2万

4万

6万

8万

倉敷地区 水島地区 児島地区 玉島地区 真備地区

一
日
平
均
有
収
水
量
（

㎥

/
日
）

2007年度(H19)

2017年度(H29)
ともに約15%減少

支出

収入
借入金

8.5

負担金

など

5.6

不足額

25.8

施設整備・改良費

26.2

借入金返済など

13.7
支出

収入
水道料金

62.0

加入金

など

8.1

長期前受金戻入(非現金収入)

10.4

人件費

8.2

委託料

8.8

受水費

16.1

動力費など

5.6

借入金利息

3.4

減価償却費

27.4

純利益

11.0

収入 

14.1 

億円 

収入 

80.5 

億円 

支出 

39.9 

億円 

支出 

69.5 

億円 

収益的収支※ 資本的収支 
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(5) 組織体制 

本市水道局は 6課で構成されており、2017年（平成 29年）現在の職員数は 116

名となっています。 

10年前と比較して、約 2割のスリム化を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

浄 水 課

水 道 局

水道総務課

水道管理課

給 水 課

水道建設課 改 良 １ 係

改 良 ２ 係

水質管理係

施設管理係

庶 務 係

経 理 係

工 務 係

漏水対策係

給 水 係

工 事 係

建 設 係

水島営業所

児島営業所

玉島営業所

企画検査室

水道営業課

計137名

計116名

2017年度
(H29)

事務職員
48名

技術職員
89名

83名

33名

2007年度
(H19)


